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IMO における船橋機器の進歩 
                                                                                  

         海上保安庁交通部企画課 専⾨官 野⼝ 英毅 

 

1. 概要 

 船のブリッジには、レーダーや電⼦海図情報表⽰装置のような航海計器、衛星を含む無線

通信機器のような様様な機器が装備され、船員とともに船の安全航⾏を担っています。国際

航海を⾏う船では、どのような機器を装備しなければいけないか、国際海事機関（IMO）が

作成する「海上における⼈命の安全のための国際条約」通称 SOLAS 条約で定められていま

す。近年、⾞の操縦機器が進歩しているように、船の世界でも多くの進歩が SOLAS 条約に

も⾒られるようになりました。本稿では、SOLAS 条約、特に無線機器を扱う第 IV 章と航

海計器を扱う第 V 章における船橋機器の進歩について紹介したいと思います。 

 

2. 無線機器の進歩 

 SOLAS 条約第 IV 章で取り扱う無線機器は、国際航海に従事する旅客船及び貨物船に対

し、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度、通称 GMDSS、に参加できるように

するため、その搭載が義務化されているものになります。従って、近年、搭載が増えている

スターリンクのような通信機器については、任意で搭載するものであり、条約の中には記載

がないこととなります。GMDSS は、1988 年に条約を改正し、1999 年から完全実施され

ています。しかし、近年の無線通信技術の進歩に伴い、条約を改正し GMDSS を近代化する

作業が開始され、2022 年に条約が改正、2024 年から新たな GMDSS となりました（ただ

し、⼀部の通信機器では適⽤が 2028 年まで猶予されています）。 

 新たな GMDSS では、これまで GMDSS ⽤として IMO に認められた通信衛星は、インマ

ルサット衛星のみでしたが、新たな通信衛星として、アメリカのイリジウム衛星及び中国の

北⽃衛星が認められました。ただし、北⽃衛星については、国際電気通信連合において他の

衛星との周波数調整が終わるまでは、GMDSS としての電波の発射ができないので、現時点

において、利⽤は不可能です。新たな通信衛星の追加に伴い、船主は、船の⾛る海域や通信

料等を考慮して、インマルサット衛星かイリジウム衛星を選べるようになりました。しかし、

航⾏警報や気象警報の地域担当国が、どちらかの衛星からしか放送しないと、放送していな

い衛星の通信機を搭載した船舶には警報が届かないという問題が起こることから、IMO で

認めた運⽤中の全ての通信衛星を通じて航⾏警報や気象警報を放送することを義務化する

ための条約改正が、現在、IMO で審議されています。⽇本でも、インマルサット衛星に加
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えイリジウム衛星からも放送できるよう対応中（⼀部対応済）ですし、もし、北⽃衛星の周

波数調整が終了し運⽤可能となれば、北⽃衛星を通じて航⾏警報や気象警報を放送しなけ

ればいけないこととなります。 

 これ以外の通信機器の進歩として、船舶の遭難時に、衛星にむけて⾃動的に無線信号を発

信し、各国の遭難救助当局に信号及びその位置を伝達するイーパブは、この信号の受信衛星

の軌道が低軌道から中軌道に変更（これにより位置特定までの時間が短縮される）したこと

に伴い、新たな衛星に対応する新しいイーパブに変わっています。また、これまでの中波無

線機や中・短波無線機は、相⼿と通信するための周波数は⼿動で⾏われ、熟練した技術が必

要でしたが、⾃動的に周波数調整ができるシステムが追加されました。さらに、中波で航⾏

警報や気象警報を受信し、⾃動的に印字するナブテックスについても、陸上局から船に、中

波に加え短波でもデジタルデータの送信が可能となる、ナブダットの舶⽤受信機の性能基

準が定められ、このための運⽤マニュアルが作成中です。 

 さらに、今後、無線機器関連で審議予定となっているもので、「インターネット通信を利

⽤するための指針の作成」と「VHF ⾳声通信のデジタル化のための移⾏枠組みの作成」が

あります。 

 インターネット通信に関しては、航海計器である電⼦海図情報表⽰装置、通称 ECDIS が、

2026 年から、国際⽔路機関が作成した新たな電⼦海図基準を扱えるようになり、海図情報

に加え、潮流等の航海情報や航⾏警報のような海上安全情報等が、インターネット経由でダ

ウンロード、ECDIS へ⾃動的に表⽰できるようになったことから、インターネット通信を、

どのように安全かつタイムリーに利⽤できるかの指針を作成することとなっています。 

 VHF ⾳声通信については、デジタル化することにより、より明瞭な⾳声で通信が可能に

なり、アナログより効率的な周波数利⽤でチャンネル数の増加もできることから、国際電気

通信連合による周波数の検討に加え、IMO でも、どのようにアナログ無線機からデジタル

無線機に移⾏していくかについて、移⾏のための枠組みを作成することとなっています。 

 

3. 航海計器の進歩 

 航海計器は SOLAS 第 V 章で規定されていますが、この第 V 章では、航海計器のみでは

なく航⾏警報、気象情報業務、捜索救助業務、航路標識業務のような沿岸国義務、⽔先⼈の

移乗施設や船⻑の義務等の航⾏安全に関する事項が規定されています。 

 船で使う衛星航法システムについては、IMO の定める世界無線航法システムに従って認

証される必要があります。これまでは、アメリカの GPS、ロシアの GLONASS、EU のガリ

レオ及び中国の北⽃衛星航法システムが認証されていましたが、地域的な衛星航法システ
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ムとしてインドの IRNSS 及び⽇本の QZSS（みちびき）が、追加で認証されています。 

 電⼦傾斜計は、船⻑等の操船者に船舶の傾斜に関する情報を提供し、運航に係る適切な意

思決定を⽀援すること、また、海難事故が発⽣した場合に、船体の傾斜状況を把握し事故調

査分析に役⽴てることを⽬的として、船舶の横揺れ傾斜⾓及び横揺れ周期を計測し船橋で

表⽰するとともに、航海情報記録装置（VDR）に記録する機器ですが、3,000 トン以上のコ

ンテナ船及びバルクキャリアについて、2026 年に搭載が義務化されることとなっています。 

 これまでの紙海図に変わり、ディスプレイ上で海図や関連情報を表⽰できる電⼦海図情

報表⽰装置、通称 ECDIS は、SOLAS 条約により、2002 年から⼀定以上の⼤きさの船舶に

搭載されるようになりました。この ECDIS は、国際⽔路機関（IHO）が作成した S-57 に

よる電⼦海図データを表⽰するようになっていましたが、この電⼦海図データや航⾏警報

等の他の情報をインターネット等でダウンロードし、ディスプレイ上に⾃動的に表⽰でき

る、新たな電⼦海図規格 S-100 が IHO で作成されたことから、S-57 に加え S-100 電⼦海

図も表⽰できるよう、ECDIS の性能基準が改正されました。新たな基準では、船で作成し

た航路計画を陸上の海上交通センター等に送信し、陸上から変更した航路計画を船に返信

できる機能を追加されています。S-100 シリーズには、電⼦海図に加え、表層潮流、精密⽔

深、航⾏警報、気象情報等の様々情報が電⼦化されて、インターネット経由でダウンロード

できるようになり、航海の安全に寄与することが期待されています。ただし、前述の無線機

器で述べたように、インターネット通信は、SOLAS や他の国際規則で規定されておらず、

また、サイバーセキュリティ対策をどうするか等の問題があり、今後 IMO で利⽤のための

指針作りが作成されることとなっています。 

 船舶の位置・速⼒・進路等の情報を、定期的に周囲の船舶に放送し、航海者が船の周囲の

状況を把握するための船舶⾃動識別装置、通称 AIS も、ECDIS と同様、SOLAS 条約によ

り、⼀定以上の船舶に搭載されるようになりました。この AIS は、SOLAS 条約に基づく船

舶だけでなく、航⾏の安全に役⽴つばかりでなく、船の運航管理等の経済運航や海の船舶の

動静把握にも資することが分かり、国内貨物船や漁船等にも普及してきています。この結果、

AIS の電波が混雑してきたことから、この混雑解消と AIS 以外のデジタルデータを衛星も

通じて送ることのできる、新たな AIS と⾔うべき、VHF データ交換装置、通称 VDES が開

発されました。この VDES を AIS と同じように船舶に搭載できるようにするための、SOLAS

条約の改正作業が、現在、IMO で⾏われており、近い将来には利⽤が可能となることが期

待されています。 
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4. その他 

 前述のような無線通信機器や航海計器に加え、IMO では、現在、⾃動運航船が航⾏でき

るようにするための、新たな規則を作成しています。この規則は、任意でハイレベルな規則

であることから、具体的な⾃動運航装置や無線通信機器の性能や搭載基準等については、さ

らに将来検討されることとなっています。この検討が開始されれば、SOLAS 条約第 IV 章

や第 V 章についても改正が検討され、新たな機器やシステムが、将来、追加されるかもし

れません。 

 

5. まとめ 

 本稿では、最近の IMO における船上機器の進歩について、概要をお話してきました。国

際基準の作成現場は、英語に加え、多くの⼈が関係する⼤変な作業と思われていますが、案

外、数⼗⼈程度の⼩さな集団で作成され（もちろん、そのような機器を条約改正して搭載す

る場合は、⼤きな会議で多くの国の賛同が必要になりますが）、英語もたいしてうまくない

⼈が参加しています。今後のデジタル技術の発展や気候変動、⼈⼝減少に伴い、さらに新た

な機器や装置が誕⽣し、IMO で船の搭載について議論されていくことと思います。⼀度、

そのような現場を⾒ていると、案外、楽しいかもしれません。 

 

 

 
イギリス・ロンドン・エンバンクメントにある国際海事機関（IMO） 

IMO は国際連合（UN）の専⾨機関です 
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バーチャル AIS 航路標識について 
                                                                                  

     海上保安庁交通部企画課・航⾏安全課 

 

 

 海上保安庁では、船舶交通の安全確保を図るための取組みとして、船舶⾃動識別装置（AIS）

を活⽤し、航海⽤レーダー画⾯上にシンボルマークを仮想表⽰させる、「バーチャル AIS 航

路標識」の運⽤を⾏っています。 

 

 AIS は、針路、速⼒などの船舶の動静に関する情報だけでなく、航⾏船舶の指標となるシ

ンボルマークを表⽰させる機能を有しており、実際には存在しない航路標識を航海⽤レー

ダーの画⾯上において表⽰させることができます。 

 

 バーチャル AIS 航路標識は、実灯浮標に⽐べ、設置、管理が容易で迅速に実施できる利

点があり、国際航路標識機関（IALA）のガイドラインでは、気象、地形⼜は⽔路などの条

件により物理航路標識の設置⼜は維持が困難な場合、船舶の通航パターンを効率化できる

場合などに有効であるとされています。 

 

 ⼀⽅、全ての船舶がバーチャル AIS 航路標識を表⽰できる環境にあるわけではないこと

などの注意すべき点もあります。 

 

 国際的には、平成 16 年に国際海事機関（IMO）において航海⽤レーダーの性能基準が改

正されたことにより、航海⽤レーダーの画⾯上に AIS のシンボルマークを表⽰させること

が義務付けられ、さらに、平成 26 年には、新シンボルマークが承認されました。 

 
図 AIS 航路標識のシンボルマーク 
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○ 我が国における最初のバーチャル AIS 航路標識 

 平成 20 年 3 ⽉に明⽯海峡航路東⼝付近で発⽣した多重衝突海難を受け、官・学・⺠によ

る航⾏安全対策検討調査委員会を開催し、同委員会において、船舶間の複雑な⾏き合いが⽣

じる航路東⼊⼝付近での安全を確保するためには同海域の整流化が必要であり、そのため

には船舶間に安全な距離を保持させ整然と航路に⼊航させることが最も重要である旨の結

論を得たことから、海上保安庁では、平成 22 年 7 ⽉から明⽯海峡航路東⼝付近に灯浮標を

設置し、海上交通安全法第 25 条第 2 項の規定に基づく経路指定を⾏うことにより船舶交通

の整流を図っています。 

 その後、平成 24 年 4 ⽉から経路指定の基点をバーチャル AIS 航路標識により⽰す試⾏

を開始しました。 

 また、由良瀬⼾（友ヶ島⽔道）においては平成 25 年 3 ⽉から同じく経路指定の基点をバ

ーチャル AIS 航路標識により⽰す試⾏を開始しました。 

 両海域においても、その有効性が確認できたことから、平成 27 年 11 ⽉ 1 ⽇より正式に

運⽤を開始しています。 
 
              明⽯海峡のイメージ                           友ヶ島⽔道のイメージ 

  
 
 これ以降、推薦航路や経路指定箇所を⽰すためバーチャル AIS 航路標識の活⽤を⾏って

きましたのでその例を紹介いたします。 

 

○ 伊⾖⼤島⻄⽅海域の推薦航路について 

 東京湾、伊勢湾及び瀬⼾内海を結ぶ太平洋沿岸海域は、船舶交通量が多く、複雑な進路交

差が⽣じ、重⼤海難が発⽣する蓋然性が⾼いことから、第 3 次交通ビジョン（平成 25 年 10

⽉、海上保安庁交通部）における課題として、船舶交通の安全性を向上させる取組みの検討

を⾏いました。 

 平成 25 年 9 ⽉、伊⾖⼤島⻄⽅海域において発⽣した貨物船同⼠の衝突・転覆海難を受

明⽯海峡航路 

友ケ島⽔道 
淡路島 

淡路島 
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け、官・学・⺠による調査研究委員会を開催し、同海域を対象とした船舶交通の整流化対策

として、推薦航路を設置することにより船舶交通の整流化を図ることが望ましいとの結論

が得られました。 

 平成 29 年 6 ⽉の国際海事機関（IMO）による採択を経て、平成 30 年 1 ⽉から伊⾖⼤島

⻄⽅海域の推薦航路の運⽤が開始され、同航路の両側端をバーチャル AIS 航路標識で表⽰

しています。 

 

○ 潮岬沖海域の推薦航路について 

 第 4 次交通ビジョン（平成 30 年 4 ⽉、海上保安庁交通部）に、東京湾、伊勢湾及び瀬⼾

内海を結ぶ太平洋沿岸海域における安全対策として、伊⾖⼤島⻄⽅海域に引き続き、潮岬沖

の整流化対策の調査研究を実施することが明記されました。 

 官・学・⺠による調査研究委員会を開催し検討を進めたところ、潮岬沖にも推薦航路を設

置することが望ましいとの結論が得られたことから、令和 4 年 11 ⽉の IMO による採択を

経て、令和 5 年６⽉から国内 2 例⽬となる推薦航路の運⽤が開始されています。 

 同航路も両側端をバーチャル AIS 航路標識で表⽰するとともに、推薦航路設定の検討に

おいて、推薦航路を航⾏する船舶の対象範囲が潮岬灯台の南 3.5 海⾥以内を航⾏する船舶

となったことから、適⽤範囲を⽰す位置にもバーチャル AIS 航路標識を表⽰しています。 
 
                 伊⾖⼤島⻄⽅海域の推薦航路              潮岬沖海域の推薦航路 

  

 

○ 来島海峡航路⻄側海域の経路指定について 

 来島海峡航路は、潮流の流向によって通航⽅式が右側通航から左側通航に変わる世界で

唯⼀の『順中逆⻄』航法が採⽤されており、航路の出⼊⼝付近において船舶同⼠の進路の交

差が⽣じ、航路も⼤きく湾曲していることに加えて潮流も早いことから、全国でも有数の船

の難所とされており、古くから海難が度々発⽣していました。 



8 

 

 海上保安庁では、海上交通安全法の規            来島海峡航路⻄側海域の経路指定 

定により来島海峡航路における安全対策 

を実施していましたが、同航路⻄側海域 

において令和３年及び令和５年に死者・ 

⾏⽅不明者を伴う船舶同⼠の衝突が相次 

いで発⽣したことを受け、同種事故の再 

発防⽌を⽬的に、学識経験者、海事関係 

者、漁業関係者、関係官公庁が参加する 

航⾏安全対策委員会を開催しました。 

 同委員会での結論を踏まえ、来島海峡航路⻄⼝の⼊出航に係る経路の指定について、令和

６年７⽉１⽇から運⽤が開始され、同経路の両側端にバーチャル AIS 航路標識を設置して

います。 

 

○ 伊予灘航路、周防灘航路における取組み 

 伊予灘航路、周防灘航路では、実在する灯浮標とバーチャル AIS 航路標識を交互に配置

して推薦航路を⽰す取組みを平成 30 年 10 ⽉から試⾏し、その有効性が確認されたことか

ら、令和６年１⽉から正式に運⽤を開始しています。 
 

 
 

○ バーチャル AIS 航路標識の緊急表⽰制度 

 令和 3 年 7 ⽉、海上保安庁は、台⾵等の異常気象時における船舶の事故防⽌対策の⼀環

として、バーチャル AIS 航路標識を⼀時的に表⽰する制度を創設しました。 
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 本制度は、平成 30 年 9 ⽉、関⻄国際空港の連絡橋にタンカーが衝突した事故などをきっ

かけとして、台⾵、津波その他の異常気象によって視界の悪化が⾒込まれる場合に、海上空

港やシーバース、⽯油備蓄基地などの海上施設の付近に当該施設の管理者⼜は当庁が管理

者に代わってバーチャル AIS 航路標識を⼀時的に表⽰することで、施設への船舶衝突事故

の未然防⽌を図るものです。 

 令和 4 年 9 ⽉、⼤型で猛烈な強さの台⾵第 14 号が近畿地⽅に接近することが予測され

たため、阪神港堺泉北区に所在するシーバースの管理者からバーチャル AIS 航路標識を当

庁が管理者に代わって表⽰することの申出があり、船舶の避難勧告等の発令に合わせて、制

度創設後初となるバーチャル AIS 航路標識の緊急表⽰を実施しました。 

 緊急表⽰は、船舶の航海⽤レーダー画⾯上に施設の付近にあたかも航路標識が実在する

かのようなシンボルマーク（バーチャル AIS 航路標識）を表⽰させて施設の存在をみえる

化し、「衝突の危険があるので施設から離れて航⾏してください」、「錨泊する際は、施設の

周辺を避けてください」との意図を伝えます。 
 

2022 年台⾵第 14 号接近時のバーチャル AIS 航路標識 
表⽰イメージ（実際のレーダー画⾯を基に作図） 

  
 
 バーチャル AIS 航路標識を緊急表⽰したことなどによって、船舶が施設に接近して航⾏

したり、施設の近くに錨泊することが回避され、台⾵の強⾵にあおられて針路を保てなくな

ったり⾛錨したりして施設に衝突する事故を防ぐことができました。 

 

○ 終わりに 

 海上保安庁では、船舶交通の安全確保を図るため、これまでの実績も踏まえ、引き続きバ

ーチャル AIS 航路標識にかかる取組みを進めていくこととしています。 

 

 

 ⼤阪湾 
               堺泉北港 
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海上保安庁による AIS を活⽤した航⾏⽀援システム 
 
 海上保安庁では、海上交通センター（海上交通センターがない海域においては管轄

する管区海上保安部）から、AIS による情報提供を⾏っています。AIS を搭載してい

る船舶は、次の事項を守ってください。 

   〇 AIS の電源を常時 ON 
   〇 出港前に⾃船の AIS 情報が正しく⼊⼒されているか確認 
   〇 AIS 受信メッセージを定期的に確認 

 

    

 

     

     

 情報提供例（個別注意喚起） 

 情報提供例（各種の情報） 

 情報提供海域  
 （⻘斜線部）  

出典︓海上保安庁交通部 
https://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/ais/ais_index.htm 

東京湾海上交通センター運⽤室 
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VDES 利⽤による安⼼・安全な海 
                                                                                  

    （公財）笹川平和財団    参与     ⼯藤 栄介 

      同 海洋政策研究所 客員研究員  渡辺 忠⼀ 

 

ⱀⱁ はじめに 

 少⼦化時代にあって、海上が陸上と同程度に安⼼・安全、かつ、⾃由で迅速な情報交換可

能の場でなければ、親は⼦供を海の業務に就くことを芳としないであろう。急速に進展する

通信技術の⽀援を受けて、海での仕事や⽣活を豊かにできないか︖ この問題意識を持ちな

がら、本稿を起こすことにしました。  

 AIS（Automatic Identification System︔船舶⾃動識別装置）導⼊から約 25 年が経過し

ましたが、各種事由によって海上のデジタル化は陸上に⽐べ何周も遅れています。次世代

AIS とも称される VDES（VHF Data Exchange System）の概説と将来展望を述べます。 

 

ⱀⱁ VDES（VHF Data Exchange System）とは 

１． 概要︓ 

 最近、AIS が普及したこともあり AIS 電波の容量不⾜が課題になってきた。そこで、AIS

の課題を解決し船舶間ならびに船舶と陸上間で情報交換を確実に⾏う通信⼿段として

VDES が 2010 年代から IALA（国際航路標識機関）で考案され、IMO（国際海事機関）で

も 2028 年にも AIS 代替の航⾏安全設備として規則化される状況です。(1) 

 VDES は現在の AIS 同様の周波数帯（VHF 帯）を利⽤した双⽅向デジタル通信システム

であり、国際 VHF や漁業無線等のアナログ通信と相互補完（ハイブリッド）することで、

確実な通信が可能です。（下図︓次世代 AIS（VDES）国際標準化のイメージ 参照） 

 この⽅式に衛星をリンクさせると、極海域を含むあまねく海が陸上と⼀体化したサイバ

ー空間、即ち「衛星 VDES」となります。 VDES = AIS + ASM + VDE + Sat 

 

【特集】航海計器の進歩 
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２． VDES の特徴（メリット）︓ 

 上述の通り、VDES は AIS を包含しており、国際 VHF と極めて親和性が⾼いほか、次の

ような特徴があります。 

① AIS では相⼿船が受信したことの確認が困難でしたが、VDES では、相⼿船の「AIS

の船舶識別番号」を利⽤して、直接に個別の相互通信（１対１）が容易にできます。 

 即ち (i) 連絡したい相⼿船を正しく認識・特定して通信が可能で 

    (ii) 相⼿船通信装置が受信したことの確認や 

    (iii) 相⼿船の反応（例えば時々刻々の操舵情報）取得 が可能となります。 

  因みに、現在の携帯電話や衛星（Starlink 等）は、相⼿の「電話番号等」が判らない

と通信できません。 

② VDES の通信可能距離は数 10Km であり、携帯電話の通信域（沿岸から約 10Km）

以遠の洋上でも利⽤可能となります。さらに衛星とリンクすることによって、同じVDES

通信装置で、衛星直下の直径約 2,000Km の範囲が通信域となります。衛星機数を増や

せば世界のあまねく海域にある、すべての船舶が船種を問わず利⽤可能となります。 

③ 通信速度は AIS の 32 倍（最⼤ 307.2kbps)で、動画を送るほどの⼤容量にはなりま

せんが、船船間・船陸間のデータリンクを確実に構成可能なシステムです。 

④ AIS で問題になっている船舶の “なりすまし” やデータ改竄を防⽌すべく国際的な検

討が進んでいるので、通信データの信憑性はより⾼いものになるはずです。参考までに、

Starlink 衛星、Inmarsat 衛星のブロードバンド通信（Ka 周波数帯）は、政治的に利⽤

できない国がありますが、地上 VDES は AIS 同様に世界中で利⽤できます。 

⑤ なんといっても⼀番のメリットは、AIS と同様に地上 VDES による安全に関する船舶

間通信は基本的に無料となります。 

⑥ ⾳声（国際 VHF／漁業無線）とデータ（VDES）のハイブリッドで確実な通信が可能

となります。 即ち、デジタル通信の特性を活かして、皆さんも使われている LINE 同様

 ＜略語＞︓ 
   ・VDES（VHF Data Exchange System ） 
   ・AIS（Automatic Identification System） 
      ⾃船 ID,位置,速度等を周りの船に発信するシステム（放送） 
   ・ASM（Application Specific Messages） 
      特定 ID 船舶等から特定船舶等に向けてメッセージ送信を⾏う（単⾏通信） 
   ・VDE（VHF Data Exchange） 
      船舶間で、双⽅向通信を⾏う（双⽅向通信） 
   ・Sat（Satellite) 
      ⾼度約 600km の周回通信衛星 
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に⽂字＋絵⽂字（ピクトグラム）通信も可能となります。また、漁労中など⼿許で VDES

端末が使えない場合でも、将来的にはパトランプ点灯、⾃動応答等によって通信が対応

可能になると思われます。 

⑦ アンテナは、AIS 同様で棒状の無指向性の簡単なアンテナで良く、端末も⼩型・軽量

のものとなり、装置全体は省電⼒、低価格化が期待できます。なお、衛星 VDES は地上

VDES と同じ装置でシームレスに利⽤が可能となります。 

 ３． VDES のユースケース︓ 

 IALA の検討結果は、ガイドライン（G.1117）として、IMO のアイデア他を含めて下記

の通りまとめられています。我が国からも、「協調航法」他のユースケースを IALA に提⾔

し採択されています。 

 また最近増加している “AIS なりすまし” への対策として VDES への期待が⾼まってい

ます。 
 

 
 

次に、「協調航法」他の詳細を説明します。 

 

 

 
 
 
 
IALA（International Association 
of Lighthouse Authorities / 国際
航路標識協会）は、2024 年 8 ⽉ 22
⽇に協会から国際機関に組織が変
わり、International Organization 
for Marin Aids to Navigation / 国
際航路標識機関となりましたが、略
称は⻑年親しまれてきたIALAを使
⽤しています。（編集部注） 
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ⱀⱁ 「協調航法」による航⾏安全の向上 

１． 概要︓ 

 現在、商船は国際 VHF を利⽤し、漁船は漁業無線／携帯電話を主として利⽤しているた

め、両者間の通信⼿段が極めて貧弱な状態です。このような状況下で「無⼈船」のプロジェ

クトが進んでおりますが、⾳声頼りの通信では乗組員がいない船とのやり取りはどうすれ

ばいいのでしょうか︖ 

 このような事情を背景に、海洋政策研究所は VDES を利⽤した「協調航法」（下記機能）

を関係者に例⽰しております。（下図参照（２）） 
 

 

 その⾻格は下記の通りです。 

①  ⾳声に加えてデジタル通信を併⽤し、搭載計算機⽀援機能を活⽤した相⼿船への進路

通知／調整を⾏う。【安全・安⼼の多重化】 

②  航⾏の障害となる「漁網／流⽊等の位置」、AIS 信号を「断」にしている船舶の識別、

航路筋を、周辺の船同⼠が共有したり、船舶からの海流情報等を⼊⼿する。【航⾏⽀援の

共助】 

 以下にもう少し詳しく説明をさせていただきます。 

２． 危険海域の通報及び警告︓ 

 現在、海上保安庁等では AIS チャネルを利⽤して「バーチャル AIS による航路明⽰」等
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を実施しております。即ち、バーチャルなブイの位置情報を発信したり、本船側に⾛錨によ

る座礁危険警報の発信が⾏われておりますが、今後、VDES 導⼊によりこのような通信は、

ASM 通信として独⾃に割り当てられた周波数を使⽤し、通知メニューの増加が期待されま

す。 

 
 今後の VDES 利⽤の発展型として、次のようなことも考えられます。 

① 沿岸海上保安機関等は、該船の時々刻々の航跡情報を⼊⼿し、座礁の恐れがある場合

には、該船に警報を発する。これは、海図や⽔路の情報が古かったりした場合に有効な

バックアップになります。 
 

  
② ⼤型船では船内 LAN 装備が⼀般になってきているので、VDES 経由で、当直員以外の

該⼈のスマホにも警報伝達が可能になります。  

３． 多⾔語対応︓ 

 国際 VHF 利⽤時には、英語のみならず多種の⾔語が⾶び交いますが、VDES のデジタル

性を活かして、⾔語変換が容易となるため、国際間通信として利便性が⾼くなります。 
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因みに、最近のスマホ等では⾳声認識・翻訳がセンターサーバーの⽀援を受けて⾃由に⾏え

ますが、洋上では、センターサーバーとの⾼速通信が困難なため、船内装置だけで対応する

ことが求められます。この理由から海洋政策研究所では 2021 年に Android スマホ単体で

も翻訳ができることを確認しました。今後の技術進歩を受けて VDES アプリソフト（船内）

で翻訳機能が⼀般化することが期待されます。 

４． 収集情報の⼆次利⽤︓ 

 船舶運航情報ならびに実海域⽬撃情報／ヒヤリハット情報／乗組員健康情報等の膨⼤な

データを収集し AI 分析することで、船舶の安全・乗組員の安⼼、そして最適航路選定によ

る燃費改善（温暖化防⽌への寄与）が図られることが期待されます。 

  

ⱀⱁ VDES の貢献が期待できる分野 

 AIS の利⽤と普及の経緯を⾒ると、当初の予定以上に様々な利⽤が普及しています。従っ

て、VDES の利⽤に関しては、前述のとおり IALA や IMO 等で検討深掘りが実施されてい

ますが、将来は利⽤者各⼈の創意⼯夫・カスタマイズが可能になるため、現在の予測以上に

利⽤事例が多くなることが期待されます。 

 例えば、下記①〜④は、海洋政策研究所から IALA のユースケースガイドライン（G.1117）

向けに補⾜提案させていただいた項⽬（1）ですし、⑤については欧州／⽇本に於ける港湾

管理関係者が検討されています。 

① 違法操業監視（IUU） 

② 協調航法（⾃律航⾏船のバックアップを含む） 

③ 海洋状況把握（MDA） 

④ 災害発⽣時緊急通信 

⑤ 温暖化ガス排出削減（経済速度の運航状況を、航路全般で衛星 VDES を利⽤して観測

／誘導することが検討されています。） 

 

ⱀⱁ VDES 導⼊を⽬指した内外の取り組み 

１.  各国の取り組み（国際動向）︓ 

 これまで、VDES に関する検討をしてきた IALA は、2024 年 8 ⽉に政府間組織（IGO）

に移⾏した。また、IMO では、2028 年１⽉に、関連規則の改訂施⾏を計画しており、各国

で、実装／事業化に向けた活動が活発になっています。 

 なお、VDES 衛星は、ノルウェーが、北極海で静⽌衛星が⾒えないため、世界初の VDES 

衛星／Norsat-2 衛星を打ち上げました。最近、Saab・AAC Clyde Space・ORBCOMM の
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3 社も協業し VDES 衛星を打ち上げています。また、中国は独⾃に VDES 衛星通信実験を

展開しており、昨年の IALA 会合では、北極海航路を睨んで、中国から⽇本海を経由してベ

ーリング海峡まで、衛星 VDES 通信を⾏ったことを発表しています。 

 アジアでは、韓国が VDES アプリケーションに熱⼼で、シンガポールは港湾管理への適

⽤を検討されています。また、2024 年秋開催のマラッカ協⼒フォーラムにて、VDES が話

題に取り上げられ、しとしとと社会実装の機運が⾼まっています。 

２.  国内の取り組み︓ 

 わが国では、⺠間企業を中⼼に創設された「衛星 VDES コンソーシアム」が中⼼になっ

て、海外とも連携しながら、VDES の事業化に向けた取り組みを実施しています。 

 また、VDES 衛星の技術開発は、2022 年度より開始された、「経済安全保障重要技術育

成プログラム／船舶向け通信衛星コンステレーションによる海洋状況把握技術の開発・実

証」において、事業化を視野に開発が進んでいます。 

 なお、海上保安庁ならびに総務省では、VDES 関係調査研究／委員会が開催され、実装備

に向けたシステム検討や通信規則整備が進⾏中です。 

３． 海洋政策研究所の取り組み 

 急進展する宇宙や通信分野の技術を海洋に利⽤するべく、海洋政策研究所では、2013 年

から「海洋と宇宙の政策連携」を標榜し、海洋基本計画と宇宙基本計画に数次にわたり政策

提⾔活動を⾏ってきました。（３） 

 その⼀環として、2020〜21 年度「衛星 VDES に関する委員会」（委員⻑・東京海洋⼤学

名誉教授・今津隼⾺⽒）を設置し、第 4 期海洋基本計画に衛星 VDES が新しい施策として

位置づけられるようになりました。 

 また、国際航路標識機関に対しては、2020 年から ①衛星 VDES の全般的な審議促進、

②「協調航法」など VDES の利⽤ケースの検討、③VDES 運⽤に関するガイドライン策定

に関する IALA 向け提案等の活動をしております。 

 今後は、商船と漁船・⼩型船舶などが現場海域で通信が不⾃由な現状を改善すべく、VDES

があらゆる船舶、あらゆる海域で、有益であることの実証試験をする予定です。（４） 

 

ⱀⱁ 全船装備に向けた活動と今後の課題 

 海洋の安⼼安全を向上するためには、商船のみでなく、漁船・レジャー船他を含めた「全

船舶」が、共通のコミュニケーション⼿段を持つことが⼤切です。このため、VDES に関連

して、関係各機関が連携し、下記のような啓発活動が⾏われております。 

① 国際機関等における政策検討ならびに標準化検討︓ 
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  IMO では、2028 年 1 ⽉の SOLAS 条約改正の発効に併せて関連する決議等を策定

中です。ITU では、VDES 関連標準（M.2092-1）を発⾏し現在、改訂版に向けた⾒

直し中です。 

② 有益性実証︓ 

  IALA／ESA（欧州宇宙機関）では各種実証試験結果が発表されていますが、海洋政

策研究所でも上述の通り VDES の有益性実証事業の中で全船舶装備の啓発活動も実

施中です。 

③ 周知活動︓ 

  衛星 VDES コンソーシアムを中⼼に、AIS 未装備船向け VDES 利⽤も含めた提案／

PR 活動を始めております。 

④ ⼩型船舶⽤の普及型端末（安価）の開発︓ 

  ⼩型船向け普及のためには、安価な端末が有効なため、関係メーカーが検討を開始

しています。 

⑤ 法制⾯等の整備︓ 

  上記活動を踏まえて、衛星 VDES コンソーシアム／経済安全保障事業（経産省）／

海洋政策研究所／関係省庁が連携し、最終的に法制化する等の検討が実施されること

が期待されます。 

⑥ ⼈材育成 

  少⼦⾼齢化時代の安⼼・安全を、デジタル技術で補完することも念頭に、海洋 DX ⼈

材育成を、階層的に実施していく仕組みの検討が必要になっています。 

 

ⱀⱁ おわりに 

 「海洋情報創造⽴国」の国是の下に、豊かで安全な海洋利⽤のための⼀⼿段としての VDES

があらゆる船舶に社会実装される時が来ることを願い、この共通の⽬標に向け、関係各位の

ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 

 
 ＜参考⽂献＞ 
(1)「G.1117 VHF DATA EXCHANGE SYSTEM (VDES) OVERVIEW」 
  （IALA Hp︓https://www.iala.int/product/g1117/） 
(2)「衛星 VDES を利⽤した「協調航法」について」 
  （渡辺 忠⼀、⽇本航海学会 航法システム研究会 2021 年度春季研究会） 
(3)「衛星 VDES に関する提⾔」 
  （海洋政策研究所、2022 年）  
(4)「衛星 VDES の有益性実証 事業について」 
  （⽥中 広太郎、海洋政策学会年次⼤会、2023 年 12 ⽉） 
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レーダーの進歩 固体化レーダーの登場 
                                                                                  

   古野電気株式会社 営業企画部 商品企画課 ⾼島 恵美 

 

 はじめに  
 
 従来の船舶⽤レーダーはマグネトロンを使⽤してマイクロ波を発⽣させていましたが、

近年は固体素⼦（半導体）を使⽤して電波を⽣成するレーダーへの注⽬が⾼まっています。

固体素⼦の英名である Solid State Device の Solid State の部分が和訳され、「固体化レー

ダー」という通称で呼ばれています。 

 

 固体化レーダーの仕組み  
 
 固体化レーダーは、送信出⼒がマグネトロンに⽐べて低く、送受信部の消費電⼒が低減さ

れます。マグネトロンでは数 kW あった送信出⼒が、固体化では数⼗〜数百 W の出⼒とな

ります。このような低電⼒で⾼い探知性能を得るため、パルス圧縮という技術を⽤いてピー

ク電⼒を確保します。 
 

 
図 1 パルス圧縮 

 

 固体化レーダーの利点  
 
 1. メンテナンスコストと⼿間の削減 

 マグネトロンは使⽤するにつれて劣化が⽣じるため定期交換が必要ですが、固体素⼦は

半永久的に劣化が⽣じないため、交換に伴うコストや⼿間を削減できます。 
 
 2. 最⼩探知距離が向上 

 固体化レーダーは、受信時にパルス圧縮フィルターを通して受信信号のパルス幅を狭く

【特集】航海計器の進歩 
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します。これにより距離分解能が⾼くなり、マグネロトンレーダーと⽐較して最⼩探知距離

が向上しています。⾄近距離の障害物もクリアに捉えるため、狭⽔道の航⾏時などに役⽴ち

ます。 
 
 3. 安定した探知性能 

 マグネトロンレーダーでは経年劣化による探知性能の低下が避けられませんでしたが、

固体素⼦の経年劣化は極めて少ないので、⻑期間に渡り安定した性能を発揮します。マグネ

トロンの消耗を気にして送信を⽌める必要もありません。 
 
 4. 余熱時間不要の即時送信 

 固体素⼦はマグネトロンと違って余熱が不要なため、電源を⼊れるとすぐに送信可能な

状態となります。マグネトロンレーダーのように電源を⼊れてから数分間待機する必要は

ありません。 
 
 5. 送電波資源の効率的な活⽤ 

 送信周波数にばらつきがあるマグネトロンレーダーと異なり、固体化レーダーでは決ま

った周波数の電波を⽣成することができます。占有する周波数帯幅が少なく、電波資源の効

率的な活⽤に貢献します。 
 
 6. 電波⼲渉の減少 

 不要な電波の抑制が可能で、周囲への電波⼲渉を減少させることができます。 

 

 固体化レーダーの特⻑を活かした機能「ターゲットアナライザー™」 
 
 古野電気でも固体化レーダーを開発・実⽤化しており、さらに固体化レーダーならではの

特⻑を活⽤し、今までにない新たな価値提案を⾏っています。 

 固体化レーダーでは、前述のとおり決まった周波数の電波を発⽣させることができ、位相

が安定するため、その位相情報を活⽤したドップラ信号処理が⾏えます。これにより、マグ

ネトロンレーダーにはない先進的なターゲット検知機能を実現できます。 

 古野電気の固体化レーダーに搭載されたターゲットアナライザー™機能は、固体化レーダ

ーのドップラ効果を利⽤したターゲットの接近判定により、⾃船に接近してくるターゲッ

トで衝突の可能性がある船を⾃動判定し、他の船とは異なる⾊で表⽰する機能です。危険物

標だけを⾚⾊で表⽰することで、視覚的にわかりやすくなり、早期の危険察知や進路選択、

回避⾏動を⽀援します。また、レインモードは⾬エコーを⻘⾊で表⽰します。⾬エコーと危

険物標、危険ではない物標を同時に表⽰することができますので、⾬を避けながら航⾏する

時に便利です。 
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図 2 危険ターゲットの⾊を変えて表現するターゲットアナライザー™機能 

 

 
図 3 ターゲットと⾬雪反射のエコーの⾊が違ってわかりやすい 

 

 固体化レーダーの今後  

 レーダーの連続稼動が必要とされる⼤型商船や陸上の監視局では、マグネトロン交換不

要というメンテナンス性向上の観点から、固体化レーダーの導⼊が増加しています。⼀⽅で、

⼩型船舶への普及はまだ進んでいません。国内においては、⼩型船舶での固体化レーダー導

⼊促進のため、2024 年末、固体化レーダーの無線従事者免許を不要とする使⽤条件の緩和

が総務省の官報にて発表されました。ユーザーにとって免許取得・更新の障害がなくなり、

今後は広く固体化レーダーの普及が進むと⾒られています。 
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 ⽇本海難防⽌協会は 1958 年に創⽴し、「海と安全」は 1967 年（6 ⽉）に第 1 号が誕⽣

しました。それまでは「⽇本海難防⽌協会報」という、冊⼦ではなく新聞形式で情報を発信

していました。協会の書庫には協会報第１号から保存され、往時を偲ぶことができます。 

 さて、「海と安全」で⼀番古いレーダーに関する記載は何号か。探してみたところ、第 1

号には既に掲載されていましたので紹介します。 
 

  
海と安全 第 1 号 

 
 「スライド紹介」という記載が⾒えると思います。第 1 号発刊の 1967 年度の事業計画

を⾒てみますと、全国 30 か所で海難防⽌講習会、40 地区で巡廻講習会を⾏っており、「ス

ライド映画の製作 4 本、幻灯機 20 台、同フィルム 432 本、映画⽤既成フィルム 10 本を購

⼊」との記載があり、当時から視覚教育が⾏われていたことがわかります。ここで紹介され

ているスライドは、その中の⼀つなのでしょう。 
 

  
当時のレーダーアンテナとレーダースクリーン 

※「60°変針」と「10°変針」の⽂字は、教材のスライドに記載されたものです。 
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安全な航海をサポートする 
「new pec smart」アラート機能のご紹介 

                                                                                  

     株式会社マップル・オン 取締役 ⾼橋 裕亮 

 

 ⼩型船舶向け航海⽀援アプリ「new pec smart」の開発・販売を⾏なっている、株式会

社マップル・オンの⾼橋です。今回は「new pec smart」の機能の⼀つである、「アラート

機能」について紹介させて頂きます。 

 

 先に「new pec smart」について簡単に説明させて頂きます。 

 「new pec smart」は、（⼀財）⽇本⽔路協会が発

⾏する航海⽤電⼦参考図 new pec を、iOS・Android

スマートフォン・タブレット上で表⽰させる専⽤の航

海⽀援アプリで、海上特有のハザード情報（浅瀬、⿂

礁、定置網など）や海底地形・⼤型船の航路・灯台と

いった、航海に必要な情報を網羅しており、沿岸⼩型

船舶に備える海図の代替設備として、⽇本⼩型船舶検

査機構（JCI）が定める要件を満たしております。 

 マップル・オンは、（⼀財）⽇本⽔路協会の new pec

ファミリーの⼀員として、航海の安全に寄与しており

ます。 
 

 
 「new pec smart」に表⽰させる地図は、オンライ

ンで常に最新の情報を⾒る事ができますが、海上でオ

フラインになった時の為に事前にダウンロードして

おくことも可能です。 
 
 
※ アラート機能は iOS 版にのみ搭載される機能で、Android 版は現在開発中です（2025 年 1 ⽉現在）。 

 

【特集】航海計器の進歩 
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 浅瀬や岩礁、他船が多い沿岸区域では、常にアプリを⾒ながら操船する事は危険です。 

そこで、new pec の持つハザード情報と、スマートフォンの GPS から取得出来る現在地・

進⾏⽅向・速度から事前に危険を察知し、ユーザーへ聴覚・触覚といった視覚に頼らない⽅

法で通知するのが「アラート機能」です。 
 
 アラート機能には「近接アラート」と「離脱アラート」の２種類があります。「近接アラ

ート」は航⾏中に⾃船に危険が迫った時に、「離脱アラート」は⾛錨中や航海ルートから⾃

船が離れてしまった時に、幾つかの⽅法でアラートを出します。 
 
 アラートには「注意」と「警告」があり、⾃船から設定した距離に浅瀬や危険箇所が迫っ

た場合には⻩⾊で「注意」を、さらに設定範囲を超えて近づいた場合には⾚⾊で「警告」を

⽰します。 

  
                           通常画⾯                   アラート機能有効時 
 
 アラートはアプリがホーム画⾯の状態でも確認出来る「プッシュ通知」、スマートフォン

がポケットに⼊っていても気づくように「⾳声」「バイブレーション」、画⾯を伏せて置いて

いても分かるよう「フラッシュ」の４種類の⽅法が設定出来ます。 
 
 「近接アラート」には「浅瀬」、「危険箇所」、「他船（AIS）」の３種類があります。近接ア

ラートは⾃船に対して設定距離を全⽅位でサーチする⽅式と、航⾏速度によって⾃船周辺・

針路⽅向の範囲を変更してサーチする⽅式が選べます。 
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◼ 近接アラート 浅瀬 

 安全等深線や⼲潮帯等に⾃船が接近すると注意・警告を出します。 

   
             通常時                      注意アラート                    警告アラート 

 安全等深線（この画⾯では５m）に近づくと、等深線の内側が⻩⾊に変わります。更に近

づくと⾚⾊に変わります。 

 

◼ 近接アラート 危険箇所 

 暗岩や洗岩などの航⾏危険障害物や定置網等に⾃船が接近すると注意・警告を出します。 
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◼ 近接アラート 他船（AIS） 

 当アプリでは、AIS（⾃動船舶識別装置）を搭載している船

舶の情報を、インターネット経由で取得して表⽰する機能が

搭載されています。 
 
 この AIS 情報から、⾃船と他船が接近すると注意・警告を

出します。  
 
※ インターネットに接続出来ないエリアでは 
  この機能は利⽤出来ません。あらかじめご注意下さい。 
 
◼ 離脱アラート  

 離脱アラートには、「⾛錨アラート」と「ルート離脱アラー

ト」があります。「⾛錨アラート」は、錨泊（アンカリング）

する際に投錨地点を登録しておくと、⾃船が流された場合に

注意・警告を出します。 
 
 「ルート離脱アラート」は、航海計画を事前にアプリ上で作成し、ナビゲーションモード

に設定している際に航海計画上のルートから離れると注意・警告を出します。 
 

    
                          ⾛錨アラート                ルート離脱アラート 
 
 最後に、当アプリは操船時の危険を回避する補助が⽬的のアプリですので、必ず⽬視によ

る安全確認を⾏いながらご利⽤下さい。 

他船アラート ➡ 
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三次元重⼼検知転覆予知波⾼計 
                                                                                  

      東京海洋⼤学 教授 渡邉 豊 

 

1. 頻発する原因不明な転覆事故 

 船舶の転覆事故は、古くから現在に⾄るまで発⽣し続けており、特に最近では⼤型船から

漁船に⾄るまで、転覆事故の発⽣は顕著になってきている。例えば、2024 年 12 ⽉ 29 ⽇

に⽣じたイスターブール港でコンテナ船転覆事故は、岸壁に接岸中にコンテナを本船に荷

役している最中に⽣じた 1)。⽇本でも上記と同様な事故が最近⽣じている。2022 年 7 ⽉

31 ⽇に、徳⼭下松港コンテナふ頭に接岸荷役中のコンテナ船が転覆した 2)。現在のコンテ

ナ輸送においては、コンテナ船に積み込まれるコンテナの重量、積載品⽬、仕向け地等のす

べての情報は、荷役開始前にコンテナターミナルにより完全に把握されており、かつ、本船

の燃料タンクと⽔タンクの残量、バラストの充填状況、喫⽔計測値なども、出航前にすべて

明らかである。そのため、造船所で作成された排⽔量曲線図に基づき、本船の復元⼒計算（以

後、既往理論と記す）が事前になされた後に、荷役作業が⾏われている。船積みコンテナの

情報も、本船の船体と積載状態の情報も、明らかであるのに転覆事故が⽣じている事実は、

注⽬すべきである。 

 さらに深刻であるのは、漁船の転覆事故である。例えば、2024 年 12 ⽉ 20 ⽇に⻘森県

⼤間沖で⽣じたマグロ漁船の転覆事故 3) は、その典型である。漁船は、沖に出てから漁獲

するため出航前の船体と積載情報ありきの既往理論は適⽤不可である。⼤間の転覆事故で

命を落とした船⻑は、漁業歴数⼗年の⼤ベテランかつマグロの初セリ⼊荷落札価格の⽇本

新記録の保持者であった。この事実は、豊富な出漁経験を有し洋上での卓越した漁労操船ノ

ウハウを有する漁業者においても、転覆限界を事前に察知することは難しいことを⽰して

いる。 

 

2. 三次元重⼼検知転覆予知波⾼計 

この問題を解決するには、船体情報も積載情報も未知のまま転覆危険性を的確に数値で⽰

す、新たな考え⽅が必要である。この⽬的で発明され開発されてきたのが、三次元重⼼検知

転覆予知波⾼計である。同理論の考え⽅と実証は後述するとし、ここでは最新のプロトタイ

プを紹介する。図 1 左は、パソコン版のプロトタイプであり、必要となるハードウェアは、

パソコンのほかネットショップで誰でも購⼊可能なモーションセンサー（アマゾンで六千

円台）のみである。図 1 右は、マイコン版のプロトタイプであり、必要なハードウェアは、

【特集】航海計器の進歩 
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マイコン（Raspberry pi Zero2 上位機種）、モーションセンサー、転覆危険度表⽰⽤の LED、

そして、モバイルバッテリーである。 
 

 
図１ 三次元重⼼検知転覆予知波⾼計プロトタイプ（左︓パソコン版，右︓マイコン版） 

 
 この技術に必要な⼊⼒情報は、モーションセンサーから得られる Heave（垂直⽅向の加

速度）と Roll（左右⽅向への回転⾓速度）のみであり、船体情報も積荷や漁獲の積載情報も、

⼀切無⽤である。 

 計測開始後に数分で船体重⼼並びに転覆限界重⼼が検知され、リアルタイムに転覆危険

性が百分率で⽰されてゆく。合わせて Roll 限界⾓との関係から、転覆限界波⾼も⽰される。 

 

3. 三次元重⼼検知理論 

 本理論は、既往理論とは考え⽅が全く異なる。まず、船体には左右同時に復元⼒が発⽣す

ると仮定し、この復元⼒をばね⼒学に相似させる。海⾯に波があってもある⼀定の⽔深以下

では⽔中の揺動は皆無となることから、Roll の⽀点は船体の下⽅にあると仮定する。この仮

定に基づき、船体には、①上下⽅向

に単振動、②左右⽅向に Roll、③Roll

傾斜に伴う⽔平⽅向への変位、の３

つが⽣じるとして、連⽴⽅程式を⽴

てると、復元⼒のばね定数と質量が

消去されて、⼊⼒を Heave 周波数

と Roll 周波数のみとして、重⼼(l)、

転覆限界重⼼(lmax)、Roll ⾓(θ)、

転覆限界 Roll ⾓(θmax)、船体に影

響を与えている波⾼(h)、転覆限界

波⾼(hmax)が出⼒される 4)（図 2）。            図２ 三次元重⼼検知理論 
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4. 基礎実証実験 

 気仙沼においてボート型の漁船と総トン数２トンの漁船を海⾯上に浮かべ、これらの船に、

氷や海⽔を積み荷として積み込んでゆき、転覆させた。船内に図１に⽰したプロトタイプを

設置して Heave と Roll を計測した。三次元重⼼検知理論をリアルタイムに適⽤した結果が

図 3 である。転覆の瞬間に、転覆危険度は 95%以上に達していた。転覆危険度が⾼くなれ

ば、船体はわずかな傾斜でも転覆することを確認できた。 
 

 
図３ 三次元重⼼検知理論を実証した基礎実験（総トン数２トンの⾃⾛漁船） 

 

5. 応⽤実証実験 

 船舶は、陸上の輸送機関と異なり、その規模が桁違いに相違する。例えば、⼩型漁船や交

通艇は数⼗トン、近海離島航路の船舶であれば数百トン、⼤型フェリーや外航船ともなれば

数千トンから数⼗万トンにまで、規模が拡⼤する。したがって、三次元重⼼検知理論が船舶

に適⽤できるか否かを検証するためには、規模の桁が異なる船舶のロールとヒーブを計測

して、三次元重⼼検知理論適⽤結果を⽐較検討する必要がある。そこで、規模の桁がそれぞ

れ異なる船舶に対して、三次元重⼼検知理論を適⽤することにした（図 4）。 

 これらの船舶に乗船して図１に⽰したプロトタイプを船内に設置して、航海中に三次元

重⼼検知理論を適⽤した。その結果を表 1 に⽰す。 
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図 4 三次元重⼼検知理論適⽤船舶 5) 6) 

 

 

表 1 三次元重⼼検知理論適⽤結果 
 

 これを⾒ると、船型が⼤きいほど転覆限界波⾼hmaxは⼤きくなる傾向を確認できるが、

転覆限界⾓度θmax は船型によらず⼤差がないことも分かる。この理由としては、船体に

影響を与える波⾼は、波の波⻑が Roll に伴う船体の⽔平⽅向への変位幅の２倍となるとき

に、顕著になるからと考えられる 4)。つまり、⼩型船に危険な波は、⼤型船にとっては周期

が⼩さく波⻑も短いため、船体が複数以上の周期の波の上に乗る形になり船体は傾斜しな

い。これに対して⼤型船にとって危険な波⻑が⻑く⻑周期な波は、⼩型船にとっては、船体

は始終波⾯にへばり付く形となり、波⾯に対しての船体傾斜は顕著にならない。 
 
6. ⼤間転覆事故の原因究明 

 事故当⽇の事故海域の有義波⾼は約 1m であったと報告されている 3)。表１においてこ

の事故漁船と船型が⽐較的近いのは、東京海洋⼤学のやよいである。そこで、転覆限界波⾼

(hmax)をこの事故に当てはめてみる。やよいの hmax は 1.797m と計算されている。こ

の波⾼は、気象庁が公開している有義波⾼の解説 7) から判断すると、2〜3 時間に⼀度は転
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覆の危険にさらされる値（有義波⾼の 2 倍の値）となっている。さらに、事故当時に、この

漁船が既にマグロの漁獲を得ていたと想定すると、その状態での hmax はさらに低い値に

なっていたと想定できる。気象庁の解説 7) によれば、10〜20 分に⼀度は有義波⾼の 1.5

倍程度の波⾼が出現するとのことであるので、転覆のリスクはかなり⾼い状態であったと

想定できる。 

 この事実は、豊富な出漁経験を有し洋上での卓越した漁労操船ノウハウを有する漁業者

においても、転覆限界を事前に察知することは難しいことを⽰している 8)。 

 

7. 転覆事故防⽌研究における最も⼤切なこと 

 三次元重⼼検知理論を⽣み出す前に、不思議に思っていたことがある。転覆事故防⽌に関

する既往研究がとても少ないことと、特に、実物の船舶を転覆させた既往研究がほとんど⾒

当たらなかったことである。そう感じていた当時に、痛ましい韓国のセウォル号転覆事件が

⽣じた。この事件の転覆原因は、いまだに完全には解明されていないが、諸説の中の⼀つに、

過積載であったことがあげられる。運航船社が過積載を隠すために船底にあるバラスト⽔

を抜き、その分より多くのトラックを船内に導き⼊れていた。確かにこの⽅法であれば、喫

⽔鑑定結果を排⽔量曲線図に落とし込んでも、過積載を⾒抜くことはできない。しかし、現

実には重⼼は上昇し、転覆⼀触即発の状態で出港したのであろう。 

 震災復興の縁を受けて、三次元重⼼検知理論は、気仙沼の諸⽒の協⼒により、実物の漁船

を転覆させる実験により実証された。同実験実施にご協⼒を賜った諸⽒に、この場を借りて

深く感謝の意を表する。 
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